
鳥獣被害に関する質問・
イベントの事前登録を

募集中です。

〈問い合わせ〉農政課 林務整備係　℡0967（67）2706

農作物被害で困っている。
誰に聞いたらいいの？～教えてジビエ協力隊 Vol.9～
～ジビエ編～

こちらから受け付けています

　フランス語で「食材となる野生鳥獣の肉」のことです。
ジビエとは…

　狩猟で捕獲された野生の鳥獣の肉を使った料理です。
ヨーロッパでは貴族の伝統料理として古くから発展してき
ました。
　特徴としては脂肪分が少なく、栄養価が高く、高たんぱく、
低カロリー栄養豊富な自然からの贈り物なのです。

ジビエ料理の特徴

　令和3年度における、野生鳥獣の捕獲数はニホンジカ72万頭、イノシシ53万頭。そのうちジビエとして食肉加工・
流通された割合は、なんと!! 約1割しかありません。約9割の捕獲された野生鳥獣が廃棄、埋設されているのが現状です。
　このような中、いま全国各地では、捕獲を進めるだけでなくそのお肉＝ジビエを「地域の特産品」として活用する
取り組みが始まっています。
　今後、ジビエ協力隊として「お肉の解体方法」や「料理方法」など狩猟初心者の人からベ
テランの人、また興味があるけど誰に聞いたらいいのか分からないという人まで、村民の
皆さんが参加できるさまざまなイベント計画していきたいと思います。開催時期は改めて
ご案内いたしますので興味のある人は事前に登録をお願いします。
　次回1月は狩猟シーズン！ということで【ジビエ料理】編です。
　参加ご希望の人は役場農政課内（ジビエ協力隊） ℡0967（67）2706までご連絡お願い
致します。

国内における狩猟鳥獣の捕獲数とジビエの現状

〈問い合わせ〉企画観光課 企画係　℡0967（67）1112

村アプリをご活用ください
【公式アプリ】
　公式アプリでは、ホームページより発信する新着情報や緊急情報、
避難所の開設状況などさまざまな村からのお知らせを配信してい
ます。また、防災無線で放送した内容も確認できますので、各ご
家庭に設置されている戸別受信機としての機能を有しています。

【みなみあそポケット】
　みなみあそポケットでは、村を訪れる人が「活きた」地域情報を
入手できる観光メディアと、住む人同士がお互いに助け合うこと
ができるアプリで構成された「気軽に参加できる優しいメタバー
ス」を提供するアプリです。

　ぜひ、村アプリをご活用ください。

iOS版 Android版

iOS版 Android版

　10月より、児童手当制度の改正
に伴い手当額が次のとおりとなり
ました。10月～11月分の児童手
当を、受給対象者の口座に振り込
みますのでご確認ください。
■支給日
　12月10日（火）
■手当月額（対象児童１人につき）
•3歳未満
　　第1子・第2子 15,000円
　　第3子以降 30,000円
•3歳～18歳の年度末まで
　　第1子・第2子 10,000円
　　第3子以降 30,000円
　なお、高校生年代以下の児童を養
育している人で、制度改正後に新た
に受給対象となる場合や、大学生年
代の子を含めて3人以上養育してい
る場合は、令和7年3月31日（月）
までに申請手続きをしていただくこ
とで10月分からの手当が支給され
ます。詳細は村ホームページをご確
認いただくか、子育て支援課子育て
支援係までお尋ねください。
■問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係
℡0967（67）2715

　山火事は、例年春先のほか秋か
ら冬にかけて発生しています。

　空気が乾燥し、森林内の落ち葉
などが燃えやすい状態になってお
り、強風などによってたき火が燃
え移り、山火事発生の危険性が高
くなります。
　山火事の原因の多くが、人の
ちょっとした火の取り扱いの不注
意で発生しています。
　一人一人が森林の大切さを認識
し、防災意識を高めることが大切
です。山火事予防については、次
のことにご留意ください。
①枯草などのある火災が起こりやす
い場所では、たき火をしないこと
②強風時および乾燥時には、たき
火、火入れをしないこと
③火入れを行う際は、阿蘇広域行
政事務組合消防本部南部分署
（℡0967（62）9034）に事前連
絡するとともに、十分な実施体
制をとること
④たばこは指定された場所で喫煙
し、吸い殻は必ず消して、投げ
捨てないこと
■問い合わせ
農政課 林務整備係
℡0967（67）2706

　令和4年6月に公布された「脱炭
素社会の実現に資するための建築
物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律等の一部を改正する法
律」により、建築物省エネ法が改
正され、原則全ての建築物につい
て省エネ基準への適合が義務付け
られます。また、建築基準法の改

正により、建築確認・検査対象が
見直されるなど、建築主・設計者
の皆さんが行う建築確認の手続き
なども変更されます。
　詳しくは、下記の国土交通省
ホームページをご覧ください。
■問い合わせ
県土木部建築住宅局建築課
℡096（333）2534

　令和6年度第3回危険物取扱者
試験が次の日程で実施されます。
　詳細は、村ホームページをご確
認ください。
■試験日
　令和7年3月16日（日）
■試験の種類・時間・場所
　甲種・乙種全類
　時間：午前9時30分から
　　　  （午前9時までに着席）
　場所：熊本市
※試験会場は、受験票に記載します。
■願書受付期間
①書面申請
令和7年1月10日（金）～17日
（金）（土、日、祝日を除く。）
②電子申請
令和7年1月10日（金）午前9
時～17日（金）

■問い合わせ
（一財）消防試験研究センター
熊本県支部
℡096（364）5005

■南阿蘇村代表 …………（67）1111
■総務課 …………………（67）1111
■企画観光課 ……………（67）1112
■議会事務局 ……………（67）1553
■農政課 …………………（67）2706
■農業委員会事務局 ……（67）2707
■住民福祉課 ……………（67）2702
■定住促進課 ……………（67）2705
■健康推進課 ……………（67）2704

■子育て支援課『みなっこ』……（67）2715
■税務課 ………………………（67）2703
■会計課 ………………………（67）2701
■水・環境課 ……………………（67）3176
…………………………………（65）8121

■建設課 ………………………（67）3178
■教育委員会事務局 …………（67）1602

南阿蘇村ホームページ
httpｓ：//www.vill.minamiaso.lg.jp
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山火事にご用心！

12月は児童手当の
支給月です
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建築物省エネ法および
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